
印
度
學
佛
教
學
研
究
第
三
十
八
雀
第

一
號

卒
成
元
年
十
二
月

僧
統
澄
観

と
そ

の
生
残
年
代

に

つ
い
て

盧

在

性

「僧
統
澄
観
」
と
言
え
ば
、
論
題
か
ら
論
争
が
起
こ
り

そ

う

で

あ

る
。
な
ぜ
な
ら
仏
教
伝
来
以
来

の
教
団
制
度
な
ど
を
ま
と
め
て
い
る
賛

寧

(九
三
〇

一
〇
〇

一
)
の

『
大
宋
僧
史
略
』
の
僧
正
、

僧
統
、
沙
門

都
統
、
左
右
街
僧
録
、
国
師
、
内
道
場
、
賜
紫
、
師
号
な
ど
を
始
め
、

全
三
巻
の
中
に
澄
観

の
名
は
蕪
ぐ

『宋
高
僧
伝
』
巻
五

「
澄
観
伝
」
に

も
徳
宗
の
勅
命
に
依
り
般
若
と
与
に

「華
厳
後
分
」
を
翻
訳
し
、
そ
の

疏
を
著
し
た
こ
と
や
、
太
子
の
為
に

「
心
要
」
を
説
き
、
中
央
と
地
方

の
高
官
の
帰
依
を
得
た
こ
と
を
記
す

の
み
で
、
僧
職
に
つ
い
て
は
全
ぐ

触
れ
て
い
な
い
。
生
没
年
代
に
つ
い
て
も
元
和
中

(
八
〇
六

八
二
〇
)

示
寂
、
春
秋
七
十
余

(『華
厳
演
義
紗
会
解
記
』
の
引
文
は
七
十
四
と
す
)
と

記
す
に
止
ま
る
。

し
か
し
、
斐
休

(七
八
七

八
六
〇
P
)
の
撰
と
言
わ
れ
る

「
妙
覚
塔

記
」
を
始
め

『隆
興
編
年
通
論
』
な
ど
は
、
澄
観
の
僧
職
と
し
て
、
潤

文
大
徳
、
教
授
和
尚
、
大
僧
録
、
僧

統

(
国
師
統
.
大
統
)
な

ど

を

記

し
、
九
宗
聖
世
を
経
て
七
帝
門
師
と
な
り
、
寿

は

一
〇
二
才
と
記
し
て

(1
)

い
る
。
ま
た
、
玩
閲

の

『
詩
話
総
亀
』
、
葛
立
方

の

『韻
語

陽

秋
』
な

ど
に
も
、
元
和
五
年

(八
一
〇
)
の
僧
統
と

一
〇

二
才
を
記
し
宗
密

(七

八
○

八
四
一
P
)
の

『
華
厳
経
行
願
品
疏
砂
』

に
も

「
歴
九
宗
聖
世
、

為
七
帝
門
師
、
賜
号
清
涼
国
師
、
如
碑
広
述
」
と
記
し
て
い
る
の
で
、

僧
統
就
任
自
体
は
否
定
し
難
い
。

但
し
、
僧
統
就
任

の
時
期
に
つ
い
て
は
、
「
妙
覚
塔
記
」
な
ど

大

方

の
伝
記
類
は
、
元
和
五
年
と
す
る
に
対
し
て
、
『
釈
氏
稽

古

略
』
な
ど

は
、
『
旧
唐
書
』
な
ど
を
引

い
て
、
元
和
四
年

(
入
〇
九
)
五
月
に
僧
統

に
就
任
し
た
と
あ
る
の
で
注
目
さ
れ
る
。

又
、
『
隆
興
編
年
通
論
』
巻
二
五
に

(開
成
)
一二
年
三
月
六
日
、
僧
統
清
涼
国
師
澄
観
一
、将
二示
・寂
云
云

と
あ
る
よ
う
に
、
大
方

の
伝
記
類
は
、
彼
は
入
寂
時
ま
で
二
十
八
、
九

年
も
僧
統
で
あ

つ
た
か
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
問
題
と
な

る
の
は

『大
宋
僧
史
略
』
巻
中

の

マ

マ

唐
穆
宗
元
和
元
年
閏
正
月
、
以
竜
興
寺
僧
惟
英
充
翰
林
待
詔
兼
両
街
僧
統
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云
云
と
、
『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
二
の
長
慶
元
年
条
の

勅
竜
興
寺
沙
門
惟
英
、
充
翰
林
待
詔
両
街
僧
統

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
元
和
四
年
あ
る
い
は
、
同
五
年

(八
二
〇
)
よ
り
開

成
三
年

(八
三
八
)
ま
で
澄
観
が
僧
統

で
あ

り
、
穆
宗

(八
三
〇

八
二

四
)
の
初
期
に
は
惟
英
の
僧
統
と
重
複
す
る
。

小
論
は
、
先
学
の
研
究

に
導
か
れ
な
が
ら
、

こ
の
矛
盾
を
功
徳
使
吐
突
承
理
と

関
連
づ
け
て
考

え
て
み
た

い
。二

ま
ず
、
山
崎
宏

「
唐
代
の
僧
官
」
は
、
『
大
宋
僧
史
略
』
の

「
穆
宗
」

の
二
字
を
蕪
視
し
て
、
惟
英

の
僧
統
就
任
を
元
和

元

年

(八
〇
六
)
と

し
、
『
仏
祖
統
紀
』

の
長
慶
元
年

(八
一二
)
は
、
他
に
確
証
な
い
限
り

は
、
『
大
宋
僧
史
略
』
に
よ
り
元
和
元
年
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う

と

し
、

澄
観
の
僧
統
は
、

一
種
の
尊
号
の
如
き
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て

(2
)

お
り
、
道
端
良
秀
氏
は
、
『
大
宋
僧

史

略
』
の

「
穆
宗
」
を

「憲
宗
」

の
誤
り
と
し
た
上
で
、
元
和
二
年
に
は
、
端
甫
が
左
街
僧
録
に
任
ぜ
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
僧
統
制
は
少
な
ぐ
と
も
中
央
僧
官
の
場
合
は
、

僧
録
制
の
前
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
と
し
た
上
で
、
澄
観
の
僧
統
は
実
務

(3
)

で
は
な
く
名
誉
称
号
的
な
も
の
で
あ

つ
た
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

澄
観
研
究
を
大
成
し
た
鎌
由

茂
雄
氏
は
、
山
崎
氏
の
研
究

に
踏
ま
え

て
、
澄
観
が
僧
統

の
地
位

に
あ

つ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
と
指

摘
さ
れ
、
「妙
覚
塔
記
」
、
『隆
興
編
年
通
論
』
、『仏
祖
歴
代
通
載
』
、『仏

祖
統
紀
』
、
『
法
界
宗
五
祖
略
記
』
な
ど
を
広
ぐ
引
用
し
て
七
帝
門
師
と

(
4
)

し
て
の
澄
観
の
僧
職
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
山
崎
氏
と
道
端
氏
が
、
惟
英
の
僧
統
就
任
を
元
和
元
年
と
断

定
し
た
の
は
、
元
和
二
年
の
功
徳
使
制
度
の
確
立
を
念
頭
に
置
い
た
か

ら
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
対
し
て
は
異
論
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
中
富
敏
治

「唐
代
の
僧
統
」
は
、
唐
代
の
僧
官
は
権
置
的
な
も
の
が
多
い
故
に
、

功
徳
使
制
と
僧
統
制
は
必
ず
し
も
重
複
し
な
い
こ
と
、
元
和
元
年
は
閏

正
月
が
な
い
こ
と
、
僧
統
制
は
惟
英
を
限
り
に
止
め
た
こ
と
か
ら
、
惟

英

の
僧
統
就
任
を
元
和
元
年
と
み
る
べ
き
で
は
な
ぐ
、
元

和

十

五
年

(八
二
〇
)
あ
る
い
は
長
慶
元
年

(
八
一二

)
と
み
る
べ
き
で
あ
る
と
論
じ

(5
)

て
い
る
。
こ
の
説
は
、
注
目
に
値
す
る
。
即
ち

『
釈
氏
通
鑑
』
巻
十
な

ど

の
元
和
四
年
の
条
に

「五
月
、
勅
有
司
、
別
鋳
金
印
、
加
清
涼
国
師

澄
観
、
號
僧
統
国
師
主
教
門
事
」
と
あ
る
の
は
、
そ
れ
ま
で
な
か

つ
た

制
度
を
新
設
し
た
と
の
意
味
が
あ
り
、
『
大
宋
僧

史
略
』
巻

中

の
、
惟

英
が
僧
統
と
し
て
宜
し
か
ら
ず
と
こ
れ
を
罷
め
、
以
後
、
僧
録
制
を
用

い
て
僧
統
制
を
な
ぐ
し
た
と

の
内
容
や
、
元
和

元
年
に
閏

正

月

が

な

ぐ
、
元
和
十
五
年
に
閏
正
月
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
前
記
の

『
大
宋
僧
史

略
』
は
、
「
穆
宗
元
和
十
五
年
閏
正
月
」
と
読
む

べ
き
で
あ

ろ

う
。
た

ま
た
ま
こ
の
年
は
、
宣
官
に
よ

っ
て
憲
宗
が
斌
逆
さ
れ
、
そ
の

一
派
に

よ

つ
て
穆
宗
が
即
位
と
い
う
異
変
が
起
き
た
。
惟
英
の
僧
統
も
、

こ
の

政
変
と
関
わ
り
が
あ
る
や
も
知
れ
ぬ
。

僧
統
澄
観
と
そ
の
生
殻
年
代
に
つ
い
て

(盧
)
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僧
統
澄
観
と
そ
の
生
殿
年
代
に
つ
い
て

(盧
)

三

元
和
十
五
年
正
月
二
十
七
日
、
憲
宗
が
中
和
殿
に
て
急
死
す
る
や
、

た
だ
ち
に
内
常
侍
陳
弘
志
な
ど
が
灘
王
と
吐
突
承
理
を
殺
す
の
で
あ
る

が
、
実
は
憲
宗
も
陳
弘
志
に
よ
っ
て
斌
逆
さ
れ
た
の

で
あ

る
。
そ

れ

は
、
吐
突
承
理
が
澄
王
を
太
子
に
立
て
る
べ
く
憲
宗
に
迫

つ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
政
変
に
よ

っ
て
即
位
し
た
ば
か
り
の
穆
宗
は
、
閏
正

(6
)

月
八
日
に
詔
し
て
僧
大
通
待
詔
翰
林
を
杖
殺
し
て
い
る
。

こ
の
僧
大
通

に
つ
い
て
は
全
ぐ
不
明
で
あ
る
が
、
惟
英
の
僧
統
は
僧
大
通
の
死
と
ほ

ぼ
同
じ
時
期
で
あ

つ
た
ろ
う
。

今
少
し
遡
及
す
る
と
、
吐
突
承
理
は
元
和
四
年
六
月
に
左
軍
中
尉
領

功
徳
使

の
職
に
就
き
、
僧
録
な
ど
の
僧
官
は
、
彼

の
管

轄
下

に
あ

つ

た
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
澄
観
の
僧
統
就
任
は
吐
突
承
理
の
功
徳

使
就
任
と
相
前
後
し
、
吐
突
承
理
の
死
の
直
後
に
僧
大
通

は
杖

殺

さ

(7
)

れ
、
惟
英
僧
統
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
中
央

の
僧

統

制

は
、
元
和
期
に
功
徳
使
、
僧
録
制
と
並
行
し
た
時
代
も
あ

つ
た
が
、
穆

宗

の
初
期
に
は
、
そ
の
不
条
理
に
気
づ
き
、
僧
録
制
を
用
い
て
僧
統
制

を
蕪
ぐ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

四

以
上
、
唐
代
に
お
い
て
中
央
に
現
わ
れ
た
両
僧
統

の
就
任
時
期
を
中

心
に
考
察

し
て
み
た
が
、
両
僧
統
の
就
任

は
、
吐
突
承
理
・の
功
徳
使
と

密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
が
分

っ
た
。

つ
ま
り
澄
観
の
僧
統
は
、
吐
突

承
理
・の
功
徳
使
就
任
と
ほ
ぼ
同
時
の
元
和
四
年
、
若
し
ぐ
は
同
五
年
頃

で
あ
り
、
惟
英

の
僧
統
就
任
は
吐
突
承
理

の
死
、
す
な
わ
ち
元
和
末
の

政
変
と
時
を
同
じ
ぐ
す
る
も
の
で
、
そ
れ
を
限
り
に
中
央
の
僧
統
制
は

蕪
ぐ
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
関
連
し
て
澄
観
の
元
和
中
示
寂
説

は
注
目
す
べ
き
で
あ
り
、

一
〇
二
才
ま
で
存
命

し
た
と
し
て
も
、
少
な

ぐ
と
も
実
質
的
な
僧
統
は
、
元
和
中
に
退
き
、

入
寂
時

の
僧
統
は
単
な

る
名
誉
称
号
的
な
も
の
で
あ

つ
た
ろ
う
。

1

院
閲

『詩
話
総
亀
』
巻
四
十
五
は
、
葛
勝
仲

(
二
〇

七
七

一
一
四

四
)
の

『丹
陽
集
』
を
引
い
て
四
澄
観
を
説
い
て
い
る
が
、
現
存
の

『丹
陽
集
』
に
は
見
当
た
ら
ぬ
。
但
し
、
葛
立
方
の
『
韻
語
陽
秋
』
に

同
じ
内
容
が
あ
る
。
ち
な
み
に
、
『詩
話
総
亀
』
の
成
立
は
、
宣
和
癸

卯

(
=

二
三
)
と
あ
る
の
で
、
『隆
興
編
年
通
論
』
よ
り
四
十
年
余

も
先
行
す
る
の
で
注
目
し
た
い
。

2

山
崎
宏

『支
那
中
世
仏
教
の
展
開
』
(昭
和
十
七
年
、
清
水
書
店
)
六

二
八

三
二
頁

3

道
端
良
秀

『中
国
仏
教
史
全
集
』
(昭
和
六
十
年
、
書
苑
)
第

二
巻
、

一
一ご
五

六
頁

4

鎌
田
茂
雄

『中
国
華
厳
思
想
史
の
研
究
』
(
二
九
七
八
年
、
東
京

大
学

出
版
会
)
二
二
一

七
頁
・
一
六
七
頁

5

『
大
谷
学
報
』
第
四
十
巻
第
三
号

(昭
和
三
五
年
)
七
〇

五
頁

6

新
、
旧
唐
書
の
穆
宗
本
紀
及
び

「吐
突
承
理
伝
」

『資
治
通
鑑
』
巻
二

四
一

7

但
し
、
吐
突
承
理
の
左
軍
中
尉
は
間
も
蕪
ぐ
罷
め
元
和
五
年
九
月

・
再

任
命
す
る
も
、
諌
官
の
反
対
で
果
た
さ
ず
、
内
官
程
文
幹
を
左
軍
中
尉

と
し
、
吐
突
承
理
は
元
和
九
年
正
月
、
左
軍
中
尉
に
復
帰
し
た
。
従
つ

て
、
彼
の
功
徳
使
も
曲
折
が
あ
つ
た
ろ
う
。
な
お
、
功
徳
使
に
つ
い
て

は
、
塚
本
善
隆

「唐
中
期
以
来
の
長
安
の
功
徳
使
」
(『東
方
学
報
』
京

都
第
四
冊
、
昭
和
九
年
)
に
詳
し
い
。

<
キ
ー
ワ
ー
ド
>

僧
統
、
澄
観
、
僧
録
、
功
徳
使
、
吐
突
承
催

(大
正
大
学
大
学
院
)
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